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■お問合せ　教育委員会教育課 ☎22-8816

■お問合せ　日高振興局農林水産振興部農業水産振興課 ☎24-2926

■お問合せ　和歌山県 農業環境・鳥獣害対策室 ☎073-441-2906　農業振興課 ☎22-2048 　 　　　　　　　紀勢本線活性化促進協議会

ニホンジカの夜間銃猟を実施します

紀勢本線の利用促進について

日高川町学びの日 日高川町学び月間
11月1日は 11月は

　住民の皆様が自ら学ぶことを通
じて、いきいきとした日々を送り、
豊かな心をはぐくむことができる町
づくりを目指して、教育の充実と発
展を促進するため、11月1日を「日
高川町学びの日」、11月を「日高
川町学びの月間」としております。

毎年、飼育届の提出をお願いします。
　蜜蜂を飼育する方は、養蜂振興法に基づき届出が必要です。
　限られた蜜源植物を、蜂群同士が 争うことなく計画的に最
大限利用するため、地域の蜜源植物の植栽状況に応じた適正
な蜂群配置の確保に向けた調整が必要です。

　和歌山県が例年実施しております「夜間銃猟」について、今年度は下記のとおり実施しますのでお知ら
せします。
1実施期間　令和3年11月29日(月)から12月27日(月)までの
　　　　　　月曜日と木曜日のうち4日程度実施

実施時間は17:00〜22:00までとなります
実施予定日:令和3年11月29日(月)、12月2日(木)、12月6日(月)、12月9日(木)、
12月13日(月)、12月16日(木)、12月20日(月)、12月23日(木)、12月27日(月)

※実施日当日は、17:00〜22:00まで「林道 白馬線」の下記区間を通行止めにします
※その時間は林道およびその周辺には立ち入らないでください
※実施日については、当日、看板にてお知らせします

【ご迷惑をおかけしますが、安全確保のためご協力よろしくお願いいたします。】

2実施体制　実施主体:和歌山県 
　　　　　　捕獲従事者:
　　　　　　一般社団法人和歌山県猟友会
3実施場所　 (右図参照)

★毎年1月末までに、飼育届を住所地の日高振興局に提出してください。
★飼育届は、提出をもって飼育を許可するものではなく、提出後に蜂群の配置調整が
必要となる可能性があります。

★計画を超える蜂群数の増加、無届の飼育場所の変更および不適切な管理による病気
の発生は、地域の適正な蜂群配置等に悪い影響を与えます。

　電車は、子どもから高齢の方まで誰もが利用しやすく、特に車を運転しない
方にとっては、なくてはならない大切な交通手段です。
　近年、道路交通網の進展により、電車の利用、特に私たちの生活基盤であ
る紀勢本線の利用者数は年々減少しています。生活基盤であることはもとより、地域振興や産業振興

にとっても欠かせない紀勢本線を地域で支えることも必要です。
　このため、紀勢本線活性化促進協議会加盟の市町村では、様々な取り組みを
行なっていますが、町民の皆様におかれましても、地域の鉄道を守るためにも、
旅行などでお出かけの際には、◇渋滞なしで時間に正確 ◇安全性が高い ◇地
球環境への影響が少ない といった利点の多い電車を、ぜひご利用ください。

ポイント

蜜 蜂 を 飼 育 す る 方 へ

■お問合せ　日高川町人権推進会（教育委員会内） ☎２２-８８１６

新しい「人権啓発ＤＶＤ」が入りました！

「私たち一人ひとりができること」
～当事者意識をもって考えるコロナ差別～
　（26分）企画・製作：東映株式会社

団体や企業、地域での研修等にご利用ください。
貸出は無料です。どうぞお気軽にご利用ください。

［内　容］
　新型コロナウイルス感染症が拡大する中、
感染への不安から、感染した方への誹謗・
中傷や、特定の職業につく人々への不当な
差別などの、いわゆる「コロナ差別」が問題
となっており、各自治体でコロナ差別解消に
向けた様々な取り組みが行われています。
　本作品は、「コロナ差別」の特徴と、差別
や偏見がなぜ生まれるのか、そしてどのよう
に向き合っていけば良いのかを学べる、ドラ
マ形式の人権啓発教材です。


